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報告第 ９ 号 

 

   放棄した債権の報告について 

 

 おいらせ町債権管理条例（平成２４年おいらせ町条例第３号）第１３

条第１項の規定に基づき、別紙のとおり債権を放棄したので、同条第２

項の規定により報告する。 

 

 

平成３０年 ９ 月 ３ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   



 

別紙：放棄した債権 

番号 債権の種類 件数(件) 債権の額（円） 対象年度 放棄年月日 適用事由 備考 

１ 学校給食費負担金 ８ ２４７，７３０ 平成 17～22 年度 平成 30 年 3 月 20 日 第 13 条第 1 項第 6 号 生活困窮 

２ 学校給食費負担金 ５ １５１，０２５ 平成 13～17 年度 平成 30 年 3 月 20 日 第 13 条第 1 項第 1 号 時効 

３ 学校給食費負担金 ２ ２５，５７５ 平成 16,18 年度 平成 30 年 3 月 20 日 第 13 条第 1 項第 7 号 行方不明 

４ 学校給食費負担金 ３ ３２，３９０ 平成 15～17 年度 平成 30 年 3 月 20 日 第 13 条第 1 項第 1 号 時効 

５ 学校給食費負担金 ６ ５４，２１０ 平成 14～16 年度 平成 30 年 3 月 20 日 第 13 条第 1 項第 1 号 時効 

６ 学校給食費負担金 ９ ２９７，４８０ 
平成 5～6 年度 

平成 15～17 年度 
平成 30 年 3 月 20 日 第 13 条第 1 項第 1 号 時効 

７ 学校給食費負担金 １２ ４９３，３５０ 平成 13～17 年度 平成 30 年 3 月 20 日 第 13 条第 1 項第 1 号 時効 

８ 学校給食費負担金 ２ ３６，４４５ 平成 23～24 年度 平成 30 年 3 月 20 日 第 13 条第 1 項第 1 号 時効 

９ 学校給食費負担金 １ １１，２７０ 平成 21 年度 平成 30 年 3 月 20 日 第 13 条第 1 項第 1 号 時効 

１０ 学校給食費負担金 ７ ２６９，２４０ 平成 18～21 年度 平成 30 年 3 月 20 日 第 13 条第 1 項第 1 号 時効 

１１ 学校給食費負担金 ４ １７５，９６０ 平成 18～20 年度 平成 30 年 3 月 20 日 第 13 条第 1 項第 6 号 生活困窮 

合 計 ５９ １,７９４，６７５ １１人 
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